
    双葉町 復興推進課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 双葉町の復興を遂げるための重要な施策として再生可能エネルギーを推進するために、その賦存
量と導入ポテンシャルを推計し、その結果をもとに再生可能エネルギーを活用した農業再生モデルと
して、町民・事業者・町が一体となった取り組みの基本的な方向性を示します。 

・ 再生可能エネルギー拠点の創出は、原子力発電と対極にある自然エネルギーを有効に活用した新
たな双葉町のシンボルとなります。この取り組みによって、地域に根ざした再生可能エネルギーの事
業化、新たな産業の創出、東日本大震災以前の農業の再生による双葉町復興の礎を築きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 双葉町内で活用できそうな再生可能エネルギーは、太陽光、太陽熱、風力、地中熱、バイオマス（稲わらや資源作物）です。 
・ 大規模な太陽光発電は、線量の減衰が前提となりますが、松倉地区、渋川地区、石熊地区等で導入可能性が高いと推測されます。 
・ 陸上風力発電は、石熊地区等で導入可能性が高いと推測されます。バイオマスは、農業等の再開による農業残渣活用が期待されます。 
・ 「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」では、再生可能エネルギーを活用して創出した電気や熱を地域の農業施設等で活用する
とともに、復興産業拠点の施設へ融通するなど、エネルギーの地産地消に努めます。（災害時に活用可能なエネルギーの確保） 

・ 除染された農地は、農地保全を前提としつつ、導入する再生可能エネルギー施設の種類と規模等を検討します。 
・ 新しい農業・新たな産業として、先端技術を活用した施設園芸や農業の六次産業化等の導入についても積極的に推進します。 

 

 

・ 平成 27 年３月に「町の復興」を目指し、町の将来像を明らかとした、「双葉
町復興まちづくり長期ビジョン」を策定しました。 

・ 長期ビジョンでは、避難解除準備区域である「両竹・浜野地区」を双葉町の
復興のさきがけと位置付けるとともに、右図に示す通り４つのゾーンに区分し
て、土地利用の方向性を導き出しています。 

・ 「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」は、海岸堤防を整備しても津
波リスクが残るエリアであり、荒廃した農地の再生モデルとして、再生可能エネ
ルギー拠点としての活用（大規模太陽光発電基地の誘致やバイオマス活用
方策の検討）やその拠点で生み出される再生可能エネルギーを活かした植
物工場等の農業再生モデル事業を構想しています。 

・ このゾーンでの実績をもとに、再生モデルを他地区へとプロジェクト展開すること
を目指します。 

 

 

・ 「双葉町復興町民委員会」の中に「新産業分科会」を設
け、本事業に関心のある町民で集中して議論しました。 

・ また、学識者や民間企業等による「双葉町再生可能エネ
ルギー活用・推進プロジェクト勉強会」において、「新産業創
出分科会」へ提案するプロジェクトを検討しました。 

・ 「新産業創出分科会」は９月、10月、11月の３回と1泊
２日の先進視察事例※を実施し、「双葉町再生可能エネ
ルギー活用・推進プロジェクト勉強会」は 7月、10月、11
月のぞれぞれ分科会開催日前に実施しました。 

 
 
 
 
 
 
※先進事例視察は、県内６か所の再生可能エネルギー活用施設、
植物工場等の視察を実施しました。 

 

 
◆事業イメージ 
・ 町民のみなさまが、事業に参画できることを前提
に、事業イメージを整理しました。 

 

稲わらや資源作物 

将来、双葉町内で得られる可能性
の高いバイオマス（例） 

木質バイオマス 

双葉町外から調達が 
必要なバイオマス

（例） 

地中熱 風力 太陽光・熱 

自然を活かした再生可能エネルギー 
「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」における 
「両竹・浜野地区」の再生に向けた取り組みの流れ 

将 来           最初の取り組み 

 

農地保全（地力の回復） 
・除染、除塩、農地保全管理 
・試験作付け 等 

花き栽培・新たな作物 
・飼料米、燃料用資源作物栽培 
・露地、施設園芸での花き栽培 等 

両竹地区の原風景再生 
・食用米 
・露地園芸 等 

再生可能エネルギー 
施設導入検討 

・太陽光発電施設 
・バイオマス熱利用&発電 等 

新しい農業・新たな産業 
・再生可能エネルギーを活用した施設園芸 

⇒（太陽光発電、バイオマス等） 
・先端技術を活用した施設園芸 
⇒（太陽光利用型植物工場等） 

・施設園芸と連携した加工・製造、流通・販売 
⇒（農業の六次産業化） 

⇒ 避難解除準備区域の各ゾーン
での取り組みや事業とも連携 

●再エネプロジェクト・植物工

場などに特化して議論 

●当該プロジェクトに関心あ

る町民で構成 

●オブザーバーとして有識者、

行政機関が参加 

1.外部委員（学識者等） 
2.町役場職員 
3.福島県職員 
4.民間企業 等 

プロジェクト提案 

プロジェクト案出 

意見・合意形成 

フィードバック 

新産業創出分科会 

双葉町復興町民委員会 
（本委員会） 

復興産業等拠点部会 

事務局 
（双葉町復興推進課） 

双葉町再生可能エネルギー 
活用・推進プロジェクト 

勉強会 

農地の 

考え方 

事業内容 

（当初） 

事業の 

ねらい 

経済性 

（採算性） 

町民の 

参画 

・農地として活用。 
・太陽光発電施設（メガソーラー）対象地以外
は、基本的に農地転用をしない。 

・飼料用米（露地） 
・トルコギキョウ、バラ（施設園芸） 
・ひまわり、菜の花（資源作物） 
・ソーラーシェアリング（農+電） 
・メガソーラー 
・バイオマス熱供給 

・農業の復旧+新たな雇用創出 
・施設園芸に有利なエネルギーの有効利用 
・景観形成、観光・交流 

・ＦＩＴ（固定価格買い取り制度）の活用 
・飼料用米：全農（県域組織）で買い上げ 
・花き：ＪＡ、全農福島の既存の販売網を活用 
・光熱の地産地消でコストダウン 

・復興組合、農業生産法人等の構成員、社員 
・再エネ事業へ市民ファンド等で出資参画 

■事業スキーム(例) 
・ 農業復興組合の組成を契機として、まちづくり会社を組成することで、再生
可能エネルギー事業や農業再生事業等の展開が期待されます。 

■スケジュール（案） 
 平成 30年以降、事業開始 

■整備イメージ  ⇒ 裏面へ 

避難指示解除準備区域（両竹・浜野地区）の土地利用計画 

新産業創出分科会、双葉町再生可能エネルギー活用・推進
プロジェクト勉強会 体制図 

新産業創出分科会の様子 先進事例視察の様子 
ノウハウを 
有する企業 
（主に地域外） 

工事業者等 
（主に地域内） 

ユーザー 
自治体として自らユーザー 

帰還する町民 

研究者・作業員 

まちづくり会社 
 
 
 
 

出資 または PFI 

電気 

宿泊施設管理 

公共施設管理 

上下水道 

熱 

小売・飲食 

農産品生産 
・加工等 

交通 
各種サー

ビス提供 

出資 

双葉町 地域内拠点企業 

工事・メンテ 
ナンス等発注 

技術支援委託 
・設備調達 

双葉町 

避難指示解
除準備区域 



 

 

 

新しい
産業 

再エネ 
活用 

農地の 
活用 

一体的な取り組み 再エネ活用、農地(水田)
の活用、新しい産業の創
出を一体化し、１つのモデ
ルとすることで、線量の減
衰を前提として他地区へ
の展開を図ります。 

 

町内他地区へのプロジェクト展開 


